
＜ セミナー開催報告＞

ＡＩＰＰＩ・ＪＡＰＡＮ米国特許セミナー

特許権利化の速度を調整する戦略

）開催日時： 年 月 日（火） ： ～ ：

）会  場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 階 講義室

）講 演 者：

氏（米国特許弁護士）

氏（米国特許弁護士）

）内容：

（ ）審査を迅速化・遅延化するための実質的な方策（講演者： 氏）

＜主なトピックス＞

①迅速化

・審査を迅速化する理由

 権利行使、費用支払時期の調整、投資、短期製

品サイクルへの対応。

・戦略的なクレーム作成

 明確で焦点のあったクレームを作成することに

より、非実質的な問題を回避し、審査を簡素化で

きる。

・審査官と効果的なやり取りを行う

 初回拒絶通知後早めに何度も面接を行う。

・継続出願＆ポートフォリオ段階における戦略

 クレーム補正により早期に許可を得た後に、継

続出願により代案の権利化を検討する。

・その他の方策

 できる限り早く応答書を提出する。

②遅延化

・審査を先延ばしにする理由

 費用支払時期の先送り、

製品開発のための保留状態を維持するため、不

確定要素を残すなど。

・戦略的なクレーム作成

 広範なクレームを作成する。

・限定要求

 限定要求を受けるために、異なった種類、かつ、

特徴を有する独立クレームを含める。・その他の

方策など

 電話ではなく、書面による通知で対応する。

③



（ ）審査を迅速化または遅延化するための の制度／ツール（講演者： 氏）

＜主なトピックス＞

①迅速化のための制度／ツール

・

 迅速な審査を提供、 か月以内の最終決定。

・特許審査ハイウェイ（ ）

 対応外国出願を有する出願は、審査プロセスを

加速化できる。

・早期審査申請（ ）

 審査の順番を繰り上げる。

・加速審査（ ）

 審査の か月以内の最終決定。

・初回 前面接制度試行プログラム

（ ）

 出願人が初回 前に、実体的事項に関する面

接を行う。

・審判前レビュー請求

（ ）

 審判理由補充書を提出する前に 人制の合議体

がレビューを実施。合議体は、拒絶の維持、審

査の再開、または許可することができる。

・最終 後再考制度施行プログラム

 最終拒絶通知後 調査の実施や回答考慮のための

追加時間が審査官に認められる。

・クイックパス情報開示陳述書（ ）

 発行料の納付後、 による審査再開をせずに

審査官が を検討できる。

②遅延化のための制度／ツール

・応答期間延長制度

 拒絶通知に対する応答期間（法令 か月）を有

効に活用する。

・処分の停止制度

 審査官による 発行を停止する。

・審査猶予制度

 猶予期間中は、出願に は発行されない。

・審判制度

 審判請求書の提出後に し、審査を再開する。

応答期限の延長制度を活用する。

・その他のツールなど

③

 本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々に

とって、非常に有意義な内容となった。                       以上


